
目

次

告

示

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

雑

報

○
平
成
二
十
九
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

一七九

平
成
二九･
六･二一
上
北
地
方

教
育
・
福

祉
事
務
組

合

上
北
郡
七

戸
町
字
蛇

坂
五
五
の

八

障
害
者
支

援
施
設
公

立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七

戸
町
字
作

田
道
五
二

の
二

平
成
二九･
六･二一
生
活
介
護

〇二一〇〇一

一八〇

〃

上
北
地
方

教
育
・
福

祉
事
務
組

合

上
北
郡
七

戸
町
字
蛇

坂
五
五
の

八

障
害
者
支

援
施
設
公

立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七

戸
町
字
作

田
道
五
二

の
二

〃

施
設
入
所

支
援

〇二一〇〇一

一八一

〃

上
北
地
方

教
育
・
福

祉
事
務
組

合

上
北
郡
七

戸
町
字
蛇

坂
五
五
の

八

障
害
者
支

援
施
設
公

立
か
ら
ま

つ
寮

上
北
郡
七

戸
町
字
作

田
道
五
二

の
二

〃

短
期
入
所

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

サ
ン
ワ
ド
ー
柏
店

西
津
軽
郡
柏
村
大
字
上
古
川
字
房
田
一

四
二
の
一
外

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
柏
店

つ
が
る
市
柏
上
古
川
房
田
一
四
五
の
一

平
成
二七･
七･
一

（
名
称
）

一七･
二･一一

（
所

在

地
）

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
十
九
号

平
成
二
十
九
年

七
月
三
日

（
月
曜
日
）



二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ド
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

中
村
勝
弘

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

鎌
形
和
夫

平
成
二七･
七･
一

（
名
称
）

二九･
五･二二

（
代
表
者

の
氏
名
）

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

四

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
つ
が
る
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
つ
が
る
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
弘
前
樋
の
口

弘
前
市
大
字
樋
の
口
二
丁
目
九
の
六

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の

二
五
代
表
取
締
役

宮
地
邦
明

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の

二
五
代
表
取
締
役

佐
々
木
智
佳
子

平
成
二八･
五･二〇

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ド
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

中
村
勝
弘

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

鎌
形
和
夫

二七･
七･
一

（
名
称
）

二九･五･二二

（
代
表
者

の
氏
名
）

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

の
一
代
表
取
締
役

大
門
淳

変
更
な
し

三

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

四

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間
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平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

五

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

ド
リ
ー
ム
サ
ン
ワ
ド
ー
八
食
店

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
狐
田
五
の
一
外
Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
八
食
店

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
狐
田
五
の
一
外
平
成
二七･
七･
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
八
食
サ
ー
ビ
ス
エ
イ
ト

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二

代
表
取
締
役

島
守
雅
義

株
式
会
社
八
食
サ
ー
ビ
ス
エ
イ
ト

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二

代
表
取
締
役

上
平
靖
文

平
成
二四･
五･二一

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
サ
ン
ワ
ド
ー

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

中
村
勝
弘

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

鎌
形
和
夫

平
成
二七･
七･
一

（
名
称
）

二九･五･二二

（
代
表
者

の
氏
名
）

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

（ ）3 青 森 県 報 第4319号平成29年７月３日 月曜日



３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
柏
店

つ
が
る
市
柏
上
古
川
房
田
一
四
五
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

鎌
形
和
夫

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

午
後
九
時

開
店
時
刻

午
前
七
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

変
更
な
し

平
成
二九･
六･
一

来
客
が
駐

車
場
を
利

用
す
る
こ

と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
八
時
四
十
五
分
（
た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前

五
時
四
十
五
分
）
か
ら
午

後
九
時
十
五
分
ま
で

午
前
六
時
四
十
五
分
（
た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前

五
時
四
十
五
分
）
か
ら
午

後
九
時
十
五
分
ま
で

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
つ
が
る
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
つ
が
る
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
弘
前
樋
の
口

弘
前
市
大
字
樋
の
口
二
丁
目
九
の
六

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

佐
々
木
智
佳
子

２

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
六
九
の
一

代
表
取
締
役

鎌
形
和
夫

３

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

大
門
淳

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

の
み
実
施

開
店
時
刻

午
前
九
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

の
み
実
施

開
店
時
刻

午
前
七
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

変
更
な
し

平
成
二九･
六･
一

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
八
食
店

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
狐
田
五
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
八
食
サ
ー
ビ
ス
エ
イ
ト

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
神
才
二
二
の
二

代
表
取
締
役

上
平
靖
文

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

の
み
実
施

開
店
時
刻

午
前
九
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

午
後
九
時

Ｄ
Ｃ
Ｍ
サ
ン
ワ
株
式
会
社

の
み
実
施

開
店
時
刻

午
前
七
時

（
た
だ
し
、
年
間
十
日
間

午
前
六
時
）

閉
店
時
刻

変
更
な
し

平
成
二九･
六･
一

来
客
が
駐

車
場
を
利

用
す
る
こ

と
が
で
き

る
時
間
帯

駐
車
場
②
〜
⑤

午
前
八
時
四
十
五
分
（
た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前

五
時
四
十
五
分
）
か
ら
午

後
九
時
十
五
分
ま
で

駐
車
場
②
〜
⑤

午
前
六
時
四
十
五
分
（
た

だ
し
、
年
間
十
日
間
午
前

五
時
四
十
五
分
）
か
ら
午

後
九
時
十
五
分
ま
で

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

雑

報

平
成
29年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

行
政
書
士
法
（
昭
和
26年
法
律
第
４
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
別
表
第
一
に
掲
げ
る
都

道
府
県
知
事
か
ら
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
委
任
さ
れ
た
行
政
書
士
試
験
に

つ
い
て
、
行
政
書
士
試
験
の
施
行
に
関
す
る
定
め
（
平
成
11年

自
治
省
告
示
第
250号

）
第
８
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
29年
７
月
３
日

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

理
事
長

磯
部

力

１
試
験
期
日
平
成
29年
11月
12日
（
日
）
午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

２
試
験
場
所

試
験
地

試
験

場
所

在
地

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

北
海
学
園
大
学
豊
平
キ
ャ
ン
パ
ス

道
北
経
済
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

青
森
中
央
学
院
大
学

岩
手
大
学

東
北
福
祉
大
学
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス

秋
田
大
学
手
形
キ
ャ
ン
パ
ス

ヒ
ル
ズ
サ
ン
ピ
ア
山
形

日
本
大
学
工
学
部

流
通
経
済
大
学
龍
ケ
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

北
海
道
札
幌
市
豊
平
区
旭
町
4-1-40

北
海
道
旭
川
市
常
盤
通
１
丁
目

青
森
県
青
森
市
横
内
字
神
田
12-1

岩
手
県
盛
岡
市
上
田
3-18-8

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
国
見
1-19-1

秋
田
県
秋
田
市
手
形
学
園
町
1-1

山
形
県
山
形
市
蔵
王
飯
田
637

福
島
県
郡
山
市
田
村
町
徳
定
字
中
河

原
1
茨
城
県
龍
ケ
崎
市
平
畑
120
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栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

宇
都
宮
大
学
峰
キ
ャ
ン
パ
ス

高
崎
経
済
大
学

獨
協
大
学

日
本
大
学
理
工
学
部
船
橋
キ
ャ
ン
パ

ス日
本
大
学
経
済
学
部

武
蔵
大
学
江
古
田
キ
ャ
ン
パ
ス

中
央
大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス

明
治
大
学
和
泉
キ
ャ
ン
パ
ス

立
正
大
学
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス

青
山
学
院
大
学
相
模
原
キ
ャ
ン
パ
ス

朱
鷺
メ
ッ
セ

富
山
大
学
五
福
キ
ャ
ン
パ
ス

金
沢
医
療
技
術
専
門
学
校

福
井
大
学
文
京
キ
ャ
ン
パ
ス

山
梨
大
学
甲
府
西
キ
ャ
ン
パ
ス

Ｊ
Ａ
長
野
県
ビ
ル

松
本
歯
科
大
学

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
（
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
・
大
垣
市
情
報
工
房
）

日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
三
島
駅
北

口
校
舎

南
山
大
学
名
古
屋
キ
ャ
ン
パ
ス

高
田
高
等
学
校

成
安
造
形
大
学

同
志
社
大
学
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス

関
西
大
学
千
里
山
キ
ャ
ン
パ
ス

近
畿
大
学
東
大
阪
キ
ャ
ン
パ
ス

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学

兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校

関
西
国
際
大
学
尼
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

栃
木
県
宇
都
宮
市
峰
町
350

群
馬
県
高
崎
市
上
並
榎
町
1300

埼
玉
県
草
加
市
学
園
町
1-1

千
葉
県
船
橋
市
習
志
野
台
7-24-1

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
1-3-2

東
京
都
練
馬
区
豊
玉
上
1-26-1

東
京
都
八
王
子
市
東
中
野
742-1

東
京
都
杉
並
区
永
福
1-9-1

東
京
都
品
川
区
大
崎
4-2-16

神
奈
川
県
相
模
原
市
中
央
区
淵
野
辺

5-10-1
新
潟
県
新
潟
市
中
央
区
万
代
島
６
番

１
号
富
山
県
富
山
市
五
福
3190

石
川
県
金
沢
市
堀
川
新
町
７
番
１
号

福
井
県
福
井
市
文
京
3-9-1

山
梨
県
甲
府
市
武
田
4-4-37

長
野
県
長
野
市
南
長
野
北
石
堂
町

1177-3
長
野
県
塩
尻
市
広
丘
郷
原
1780

岐
阜
県
大
垣
市
加
賀
野
4-1-7

静
岡
県
三
島
市
文
教
町
1-9-18

愛
知
県
名
古
屋
市
昭
和
区
山
里
町
18

三
重
県
津
市
一
身
田
町
2843

滋
賀
県
大
津
市
仰
木
の
里
東
4-3-1

京
都
府
京
田
辺
市
多
々
羅
都
谷
1-3

大
阪
府
吹
田
市
山
手
町
3-3-35

大
阪
府
東
大
阪
市
小
若
江
3-4-1

兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
篠
原
伯
母
野
山

町
1-2-1
兵
庫
県
神
戸
市
灘
区
城
の
下
通

1-5-1
兵
庫
県
尼
崎
市
潮
江
1-3-23

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

奈
良
大
学

県
民
交
流
プ
ラ
ザ
和
歌
山
ビ
ッ
グ
愛

鳥
取
大
学
鳥
取
キ
ャ
ン
パ
ス

く
に
び
き
メ
ッ
セ

山
陽
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校

広
島
サ
ン
プ
ラ
ザ

徳
山
大
学

徳
島
大
学
常
三
島
キ
ャ
ン
パ
ス

香
川
大
学
幸
町
キ
ャ
ン
パ
ス

ア
イ
テ
ム
え
ひ
め

高
知
県
立
高
知
小
津
高
等
学
校

福
岡
工
業
大
学

佐
賀
大
学
本
庄
キ
ャ
ン
パ
ス

長
崎
大
学
文
教
キ
ャ
ン
パ
ス

熊
本
大
学
黒
髪
南
地
区

大
分
大
学
旦
野
原
キ
ャ
ン
パ
ス

宮
崎
県
立
宮
崎
工
業
高
等
学
校

鹿
児
島
県
建
設
セ
ン
タ
ー

鹿
児
島
県
市
町
村
自
治
会
館

沖
縄
大
学

奈
良
県
奈
良
市
山
陵
町
1500

和
歌
山
県
和
歌
山
市
手
平
2-1-2

鳥
取
県
鳥
取
市
湖
山
町
南
4-101

島
根
県
松
江
市
学
園
南
1-2-1

岡
山
県
岡
山
市
中
区
門
田
屋
敷

2-2-16
広
島
県
広
島
市
西
区
商
工
セ
ン
タ
ー

3-1-1
山
口
県
周
南
市
学
園
台

徳
島
県
徳
島
市
南
常
三
島
町
2-1

香
川
県
高
松
市
幸
町
2-1

愛
媛
県
松
山
市
大
可
賀
2-1-28

高
知
県
高
知
市
城
北
町
1-14

福
岡
県
福
岡
市
東
区
和
白
東
3-30-1

佐
賀
県
佐
賀
市
本
庄
町
1

長
崎
県
長
崎
市
文
教
町
1-14

熊
本
県
熊
本
市
中
央
区
黒
髪
2-39-1

大
分
県
大
分
市
大
字
旦
野
原
700番

地宮
崎
県
宮
崎
市
天
満
町
9-1

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
6-10

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
７
番

４
号
沖
縄
県
那
覇
市
国
場
555

３
試
験
の
科
目
及
び
方
法

⑴
試
験
の
科
目

試
験

科
目

内
容

等

行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な

法
令
等
（
出
題
数
46題
）

憲
法
、
行
政
法
（
行
政
法
の
一
般
的
な
法
理
論
、
行
政

手
続
法
、
行
政
不
服
審
査
法
、
行
政
事
件
訴
訟
法
、
国

家
賠
償
法
及
び
地
方
自
治
法
を
中
心
と
す
る
。
）
、
民

法
、
商
法
及
び
基
礎
法
学
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
題

し
、
法
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
29年
４
月
１
日
現
在
施

行
さ
れ
て
い
る
法
令
に
関
し
て
出
題
し
ま
す
。
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行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一

般
知
識
等
（
出
題
数
14題
）

政
治
・
経
済
・
社
会
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
、

文
章
理
解

⑵
試
験
の
方
法

①
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

②
出
題
の
形
式
は
、
「
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
」
は
択
一
式
及
び
記
述

式
、
「
行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
」
は
択
一
式
と
し
ま
す
。

＊
記
述
式
は
、
40字
程
度
で
記
述
す
る
も
の
を
出
題
し
ま
す
。

４
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
配
布
と
請
求
方
法

⑴
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
窓
口
で
の
配
布

①
配
布
期
間
平
成
29年
８
月
７
日
（
月
）
か
ら
平
成
29年
９
月
８
日
（
金
）
ま
で

②
配
布
場
所
別
表
第
二
に
掲
げ
る
場
所
（
青
森
県
、
岩
手
県
及
び
秋
田
県
の
場
合
）
で
行

い
ま
す
。
な
お
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
は
配
布
を
行
い
ま
せ

ん
。

⑵
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
郵
送
に
よ
る
請
求

①
配
布
期
間
平
成
29年
８
月
７
日
（
月
）
か
ら
平
成
29年
９
月
１
日
（
金
）
ま
で

※
な
お
、
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
郵
送
で
の
配
布
の
請
求
は
、
平
成

29年
７
月
３
日
（
月
）
か
ら
平
成
29年
９
月
１
日
（
金
）
ま
で
受
け
付
け

ま
す
。

②
配
布
方
法
住
所
・
氏
名
、
郵
便
番
号
記
載
の
返
信
用
封
筒
（
角
型
２
号
＝
Ａ
４
サ
イ
ズ

の
受
験
願
書
が
折
ら
ず
に
入
る
大
き
さ
の
封
筒
）
に
、
郵
便
切
手
140円

分
を

貼
付
し
、
下
記
の
宛
先
ま
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

○
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
の
請
求
先

〒
252－

0299
日
本
郵
便
株
式
会
社
相
模
原
郵
便
局
留

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課

５
受
験
手
続

⑴
郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
み

①
受
付
期
間
平
成
29年
８
月
７
日
（
月
）
か
ら
平
成
29年
９
月
８
日
（
金
）
ま
で

②
受
付
場
所
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
試
験
課

※
受
験
願
書
及
び
試
験
案
内
が
入
っ
て
い
た
封
筒
を
使
用
し
、
受
付
期
間

内
に
郵
便
局
の
窓
口
で
必
ず
簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
９
月
８
日
の
消
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

③
提
出
書
類
受
験
願
書
（
顔
写
真
貼
付
、
受
付
郵
便
局
の
日
附
印
の
あ
る
振
替
払
込
受
付

証
明
書
（
お
客
さ
ま
用
）
の
貼
付
が
あ
る
も
の
）

※
行
政
書
士
試
験
身
体
障
害
者
等
受
験
特
例
措
置
申
請
書
及
び
医
師
の
診

断
書
等
（
対
象
者
の
み
）

⑵
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

①
受
付
期
間
平
成
29年
８
月
７
日
（
月
）
午
前
９
時
か
ら
平
成
29年
９
月
５
日
（
火
）
午

後
５
時
ま
で

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
、
９
月
５
日
（
火
）
午
後
５

時
で
終
了
し
ま
す
。

午
後
５
時
ま
で
に
入
力
を
完
了
し
て
い
な
い
と
、
接
続
中
（
入
力
中
）

で
あ
っ
て
も
申
込
み
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
期
間
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
は
24時
間

利
用
可
能
で
す
。
入
力
方
法
等
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
https://gyosei-shiken.or.jp】

※
受
付
最
終
日
（
９
月
５
日
（
火
）
）
は
大
変
混
雑
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
繋
が
り
に
く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て

早
め
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

②
受
験
手
数
料
の
払
込
み

ア
受
験
手
数
料
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
申
込
者
本
人
名
義
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
）

又
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

イ
利
用
で
き
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
、
Ｕ
Ｃ
、
Ｊ
Ｃ
Ｂ
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
キ
ス
プ
レ
ス
、
Ｄ

ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ

ウ
利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

セ
ブ
ン
-イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー

ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ
リ
ー
ス

ト
ア
、
ス
リ
ー
エ
フ

⑶
受
験
手
数
料
7,000円

受
験
手
数
料
の
払
込
み
方
法
に
つ
い
て
は
、
試
験
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
払
込
み

に
要
す
る
費
用
は
、
受
験
申
込
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
一
旦
払
い
込
ま
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
地
震
や
台
風
等
の
天
災
な
ど
の
事
由
に
よ
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り
、
試
験
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
等
以
外
は
返
還
し
ま
せ
ん
。

⑷
連
絡
先
（
問
合
せ
先
）

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

郵
便
番
号
102－

0082
所
在
地
東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
25番
地
全
国
町
村
議
員
会
館
３
階

電
話
番
号
03－
3263－

7700
６
特
例
措
置
の
実
施

⑴
身
体
の
機
能
に
障
が
い
の
あ
る
方
等
で
、
車
椅
子
の
使
用
、
補
聴
器
の
使
用
、
拡
大
鏡
の
持

込
み
な
ど
、
受
験
に
際
し
て
必
要
な
措
置
を
希
望
さ
れ
る
方
に
は
、
障
が
い
等
の
状
況
に
よ
り

希
望
さ
れ
る
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
申
出
の
時
期
や
障
が
い
の
内
容
等
に

よ
っ
て
は
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

⑵
受
験
に
際
し
て
必
要
な
措
置
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
受
験
申
込
み
（
「
郵
送
に
よ
る
受
験

申
込
み
」
又
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
」
）
を
す
る
前
に
、
必
ず
当
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

７
合
格
発
表
の
日
時
及
び
方
法

⑴
日
時
平
成
30年
１
月
31日
（
水
）
午
前
９
時

⑵
方
法
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
事
務
所
の
掲
示
板
に
合
格
者
の
受

験
番
号
を
公
示
（
掲
示
）
し
ま
す
。
な
お
、
公
示
後
、
受
験
者
に
は
合
否
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
https://gyosei-shiken.or.jp）

に
も
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載

（
掲
載
開
始
時
間
は
、
合
格
発
表
日
の
午
前
中
）
し
ま
す
。

別
表
第
一
行
政
書
士
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
に
試
験
事
務
を
委
任
し
た
都
道
府
県
知
事

北
海
道
知
事

埼
玉
県
知
事

岐
阜
県
知
事

鳥
取
県
知
事

佐
賀
県
知
事

青
森
県
知
事

千
葉
県
知
事

静
岡
県
知
事

島
根
県
知
事

長
崎
県
知
事

岩
手
県
知
事

東
京
都
知
事

愛
知
県
知
事

岡
山
県
知
事

熊
本
県
知
事

宮
城
県
知
事

神
奈
川
県
知
事
三
重
県
知
事

広
島
県
知
事

大
分
県
知
事

秋
田
県
知
事

新
潟
県
知
事

滋
賀
県
知
事

山
口
県
知
事

宮
崎
県
知
事

山
形
県
知
事

富
山
県
知
事

京
都
府
知
事

徳
島
県
知
事

鹿
児
島
県
知
事

福
島
県
知
事

石
川
県
知
事

大
阪
府
知
事

香
川
県
知
事

沖
縄
県
知
事

茨
城
県
知
事

福
井
県
知
事

兵
庫
県
知
事

愛
媛
県
知
事

栃
木
県
知
事

山
梨
県
知
事

奈
良
県
知
事

高
知
県
知
事

群
馬
県
知
事

長
野
県
知
事

和
歌
山
県
知
事
福
岡
県
知
事

別
表
第
二
試
験
案
内
・
受
験
願
書
配
布
場
所
（
青
森
県
、
岩
手
県
及
び
秋
田
県
の
場
合
）

試
験
地

配
布
場
所

所
在

地
配
布
時
間

青
森
県
青
森
県
総
務
部
総
務
学
事
課

法
規
グ
ル
ー
プ

青
森
市
長
島
1-1-1

８
:30～

17:15
青
森
県
中
南
地
域
県
民
局

弘
前
市
大
字
蔵
主
町
4

青
森
県
三
八
地
域
県
民
局

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
鴨
田
7

青
森
県
下
北
地
域
県
民
局

む
つ
市
中
央
1-1-8

青
森
県
行
政
書
士
会

青
森
市
花
園
1-7-16

９
:00～

17:00

岩
手
県
岩
手
県
政
策
地
域
部
市
町
村

課
盛
岡
市
内
丸
10-1

岩
手
県
庁
舎
内
県
民
室

盛
岡
市
内
丸
10-1

盛
岡
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
盛
岡
市
内
丸
11-1

県
南
広
域
振
興
局
総
務
部
花

巻
総
務
セ
ン
タ
ー

花
巻
市
花
城
町
1-41

県
南
広
域
振
興
局
土
木
部
北

上
土
木
セ
ン
タ
ー

北
上
市
芳
町
2-8

県
南
広
域
振
興
局
総
務
部

奥
州
市
水
沢
区
大
手
町
1-2

県
南
広
域
振
興
局
総
務
部
一

関
総
務
セ
ン
タ
ー

一
関
市
竹
山
町
7-5

８
:30～

17:15
県
南
広
域
振
興
局
土
木
部
千

土
木
セ
ン
タ
ー

一
関
市
千

町
千

字
北
方

85-2

沿
岸
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
大
船
渡
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
大
船
渡
市
猪
川
町
字
前
田
6-1

県
南
広
域
振
興
局
土
木
部
遠

野
土
木
セ
ン
タ
ー

遠
野
市
六
日
町
1-22
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沿
岸
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
石
市
新
町
6-50

沿
岸
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
宮
古
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
宮
古
市
五
月
町
1-20

県
北
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
久
慈
市
八
日
町
1-1

県
北
広
域
振
興
局
経
営
企
画

部
二
戸
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
二
戸
市
石
切
所
字
荷
渡
6-3

岩
手
県
行
政
書
士
会

盛
岡
市
菜
園
1-3-6

農
林
会

館
５
階

９
:00～

17:00

秋
田
県
秋
田
県
鹿
角
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

鹿
角
市
花
輪
字
六
月
田
１

８
:30～

17:15

秋
田
県
北
秋
田
地
域
振
興
局

総
務
企
画
部

北
秋
田
市
鷹
巣
字
東
中
岱
76-1

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

能
代
市
御
指
南
町
1-10

秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

秋
田
市
山
王
4-1-2

秋
田
県
由
利
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

由
利
本
荘
市
水
林
366

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
13-62

秋
田
県
平
鹿
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

横
手
市
旭
川
1-3-41

秋
田
県
雄
勝
地
域
振
興
局
総

務
企
画
部

湯
沢
市
千
石
町
2-1-10

秋
田
県
行
政
書
士
会

秋
田
市
山
王
4-4-14

秋
田
県

教
育
会
館
３
階

９
:00～

17:00

注
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
は
配
布
し
ま
せ
ん
。
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行
所
・
発
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人
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


